
大田原市告示第９号 

 

 

 

自動車臨時運行に関する規則第５条第２項の規定により、別紙の自動車臨時運行許可番

号標を無効告示する。 

 

 

令和８年３月１０日 

 

 

大田原市長 相馬 憲一 

 

 

 

 

 

 



（別紙）

自動車臨時運行許可番号標 事由

栃木３３－１０ き損

栃木３３－１４ き損

栃木３３－１９ き損

栃木３３－２２ き損

栃木３３－２５ き損

栃木３３－３０ き損

栃木３３－３２ き損

栃木３３－４６ き損

栃木３３－４７ き損

栃木３３－５０ き損

宇都宮３３－１１ き損


